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佐々町議会だより　第150号（令和６年５月１日） ２

３月定例会の
あらまし

　

３
月
定
例
会
は
３
月
５
日
か
ら
15
日
ま
で
11
日
間
の
会
期
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

第
１
日
目
は
、
議
長
の
諸
般
の
報
告
、
町
長
の
行
政
報
告
、
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
報
告
、
常
任
委
員
会
、
新
庁
舎
建
設
特
別
委

員
会
の
報
告
が
行
わ
れ
、
つ
づ
い
て
一
般
質
問
４
名
が
登
壇
し
ま
し
た
。

　

第
２
日
目
は
、
一
般
質
問
１
名
が
登
壇
し
、
そ
の
後
、
議
案
17
件
を

審
議
し
可
決
し
ま
し
た
。

　

第
３
日
目
は
、
議
案
７
件
を
審
議
し
可
決
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
令

和
６
年
度
予
算(

案)

の
上
程
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

第
４
日
目
最
終
日
に
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算(

案)

を
審
議
し
可
決
。

委
員
会
付
託
と
な
っ
て
い
た
請
願
１
件
の
不
採
択
を
決
定
し
、
閉
会
中

の
所
管
事
務
調
査
を
決
定
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

一般会計当初予算87億1,700万円を可決

歳入科目 予算額
一般会計歳入予算の内訳 単位：千円

歳入合計 8,717,000

町税 
繰入金 
分担金及び負担金 
使用料及び手数料 
財産収入 
寄付金 
繰越金 
諸収入 
町債
地方消費税交付金 
地方譲与税 
利子割交付金 
配当割交付金 
株式等譲渡所得割交付金 
法人事業税交付金 
環境性能割交付金 
地方特例交付金 
交通安全対策特別交付金 
地方交付税
　　　　　　普通交付税
　　　　　　特別交付税
国庫支出金
県支出金

比率 自主・依存の別

37,098
195,338
25,117
60,003
80,000
111,079

58,011
400
3,000
5,000
19,000
4,000
56,421
1,200

1,674,000
80,000

1,561,064
947,218

1,446,800
328,000

1,754,000

1,452,881
571,370
8,717,000

17.9%
10.9%

5.8%

16.6%
3.8%

1.6%

20.1%

16.7%
6.6%
100.0%

自主財源　
3,016,917
34.6%

依存財源　
5,700,083
65.4%

508,635

147,032

（一般会計） 令和２年度
決算

令和３年度
決算

令和４年度
決算

令和５年度
当初予算

町債現在高の推移 単位：千円

地方債現在高 
（臨時財政対策債を除く）
臨時財政対策債現在高 
　　　　  計

2,078,853
2,149,695
4,228,548

2,067,192
2,188,508
4,255,700

2,550,828
2,021,894
4,572,722

5,100,627
1,810,274
6,910,901

6,060,350
1,611,474
7,671,824

令和６年度
当初予算

単位：千円全会計予算規模
　　　　　　　会計区分
一般会計 
特別会計 

8,717,000
2,940,929
1,374,644
1,347,701
206,283
12,301

11,657,929

国民健康保険特別会計 
介護保険特別会計 
後期高齢者医療特別会計 
国民健康保険診療所特別会計 

　　　　　　　　　　　　合計

当初予算

　　　　　　　
水道事業会計 支出　　

378,815
567,040

収入　　
378,815
329,801

収益的収支
資本的収支

　　　　　　　
公共下水道事業会計 支出　　

922,900
739,427

収入　　
922,900
363,542

収益的収支
資本的収支

※資本的収支の不足する額237,239千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額
41,954千円、建設改良積立金61,000千円、減債積立金60,000千円、過年度分損益勘定留
保資金20,691千円、当年度分損益勘定留保資金53,594千円で補填するものとする。

※資本的収支の不足する額375,885千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額
35,328千円、減債積立金4,000千円、当年度損益勘定留保資金191,611千円、当年度利益剰
余金処分額144,946千円で補填するものとする。

令和６年度予算の特徴について  
１．予算総額は87億1,700万円で前年度比8.6％の減。
２．投資的経費は24億3,341万円で前年度比35.9％(13億6,385万)の減。
３．主な事業としては、庁舎建設事業、クリーンセンター長寿命化事業など。
４．中学校の学校給食完全無償化を実施(令和6年1月から継続実施)。
５．町債残高の増加76億7,182万円(前年度比7億6,092万円の増。)
６．基金の減少38億2,909万円(前年度比3億31万円の減。)

令和6年度予算総額  142億6,611万円
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歳入予算の内訳

歳出区分 予算額
一般会計歳出予算の内訳 単位：千円

歳出合計

・人件費  
・扶助費  
・公債費  
　　小計（義務的経費） 
・物件費  
・補助費等  
・維持補修費  
・積立金  
・繰出金  
・投資的経費  
　　うち普通建設事業費  
　　うち災害復旧事業費  
・その他（貸付金、予備費）

比率
1,171,871
1,686,505
537,668
3,396,044
1,233,592
953,943
39,182
56,581
543,609
2,433,411
2,419,248
14,163
60,638

8,717,000

13.4%
19.4%
6.2%
39.0%
14.2%
10.9%
0.4%
0.7%
6.2%
27.9%
27.8%
0.1%
0.7%
100.0%

歳出予算の内訳

町税
（町民税、固定資産税

などの税金）
17.9% 繰入金（基金からの繰入）

 10.9%

使用料及び手数料など
5.8%

町債（借入金）
16.6%

地方消費税交付金 3.8%

法人事業税交付金など 1.6%

地方交付税 20.1%

国庫支出金（国からの補助金）
 16.7%

県支出金（県からの補助金） 6.6%

人件費（職員・再任用職員・議員・会計
年度任用職員の給与や共済費など）

13.4%

その他（貸付金、予備費）0.7%

投資的経費
（社会資本の整備に要する経費）

27.9%

繰出金
（他の特別会計への繰出し）

6.2%

扶助費（被扶助者に
支給される福祉の経費）

19.4%

公債費（借入金の返済）
6.2%

物件費（消費的な支出・賃金・
旅費・交際費など）

14.2%

補助費等
（他の団体への負担金や民間への補助金）

10.9%

積立金 0.7%

維持補修費 0.4%
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令和６年１月臨時会

一般会計補正の主なもの

令和５年度

一般会計補正予算（第９号）
歳入歳出それぞれ70,427千円を追加し
予算総額10,033,506千円となる。

（歳　入）

■町民税　　　  722,533千円　 ■固定資産税　　　　705,627千円　 ■軽自動車税　　　　 57,322千円

■町たばこ税　  127,000千円　 ■森林環境譲与税　　　6,156千円　 ■地方消費税交付金  342,118千円

■地方交付税　1,897,684千円　 ■使用料及び手数料　194,580千円　 ■国庫負担金　　　  777,152千円

■国庫補助金　  928,887千円　 ■県支出金　　　　　525,062千円　 ■財産収入　　　　　 46,022千円

■基金繰入金　  764,071千円　 ■諸収入　　　　　　121,647千円　 ■町債　　　　　　2,289,200千円

（歳　出）

■議会費　　　  81,859千円　 ■社会福祉費　　  1,228,969千円　 ■児童福祉費　　1,132,842千円

■保健衛生費　471,755千円　 ■清掃費　　　　  1,976,538千円　 ■農業費　　　　　168,284千円

■林業費　　　　9,802千円　 ■商工費　　　　　 170,415千円　 ■道路橋梁費　　　194,609千円

■都市計画費　384,582千円　 ■消防費　　　　　 285,148千円　 ■小学校費　　　　164,880千円

■中学校費　　117,626千円　 ■幼稚園費　　　　 109,667千円　 ■災害復旧費　　　 31,656千円

※補正後の金額

専決処分（令和5年度　補正予算） 
■ 一般会計補正予算（第7号）

■ 一般会計補正予算（第8号）

■ 介護保険特別会計補正予算（第3号）

■ 後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

　（歳入）
 　・なし
　（歳出）
 　・介護保険特別会計繰出金（高齢者の保健事業と介護
　　 予防一体的事業分）924 千円
 　・後期高齢者医療特別会計繰出金（高齢者の保健事　
　　 業と介護予防一体的事業分）

　（歳入）
 　・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・
　　定額減税一体支援枠分）　49，000 千円
　（歳出）
 　・住民税均等割のみ課税世帯への給付金　33，000 千
　　 円（1世帯 10 万円支給）
 　・住民税非課税・均等割のみ課税世帯への子ども加算
　　 給付金事業　16，000 千円
　　 （18 歳以下児童 1人当り 5万円）

　（歳入）
 　・一般会計繰入金（高齢者の保健事業と介護予防一 
　　 体的事業分）924 千円
　（歳出）
 　・後期高齢者医療特別会計繰出金（高齢者の保健事
　　 業と介護予防一体的事業分）924 千円

　（歳入）
 　・一般会計繰入金（高齢者の保健事業と介護予防一
　　 体的事業分）46 千円
 　・介護保険特別会計繰入金（高齢者の保健事業と介
　　 護予防一体的事業分）924 千円
　（歳出）
 　・補償、補填及び賠償金　56 千円（延滞税　10 千円、
　　無申告加算税　46 千円）
　・消費税及び地方消費税　914 千円
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区　　　　　分

122,550千円

　△20,843千円

　△686千円

　△4,380千円

　　301千円

　△17,561千円

　△411千円

　△1,551千円

　△7,224千円

 　△7,502千円

 　△10,030千円

一般会計（第7、8、9号）

特別会計

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

介護保険特別会計補正予算（第４号）　   保険事業勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　   サービス事業勘定

後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号）

水道事業会計補正予算（第３号）

公共下水道事業会計補正予算（第３号）

10,033,506千円

2,945,199千円

　1,430,874千円

　1,316,297千円

　　5,755千円

179,308千円

　12,965千円

　369,295千円

　451,736千円

 　883,049千円

 　　703,657千円

今回の補正金額 補正後の金額

令和５年度　各会計の補正予算

収益的収支

資本的収支

収益的収支

資本的収支

条
　
例
　
改
　
正

区　分
議　長
副議長
委員長
議　員

現 行 額　
310,000円
249,000円
235,000円
226,000円

改 正 額　
320,000円
272,000円
267,000円
259,000円

○
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁

償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
の
件

・
改
定
時
期　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

○
佐
々
町
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正
の
件

・
特
定
の
任
務
に
従
事
す
る
「
補
助
団
員
」

の
定
義
を
明
確
に
し
た
。

・
入
団
後
転
出
し
た
団
員
に
つ
い
て
、
引
き

続
き
基
本
団
員
と
し
て
従
事
す
る
意
思

が
あ
り
、
か
つ
、
消
防
団
に
お
い
て
活

動
が
可
能
と
認
め
る
者
は
、
降
任
や
免

職
の
分
限
処
分
は
除
く
。

・
一
時
的
な
転
出
団
員
に
係
る
休
団
の
期
間

は
、
３
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
。

・
災
害
、
警
戒
及
び
訓
練
の
場
合
、
出
動

報
酬
と
し
て
３
時
間
以
内
３
千
円
の
支

給
を
追
加
す
る
。

○
佐
々
町
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
一

部
改
正
の
件

○
佐
々
町
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
資
金
貸
付
基
金
条
例
廃
止

の
件

・
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
利
用
実
績
が
減

少
し
て
お
り
、
ま
た
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
資
金
貸
付
に
つ
い
て
も
貸
付
実
績

が
な
い
た
め
、
廃
止
す
る
も
の
。

　

基
金
廃
止
年
月
日　

令
和
６
年
３
月

31
日

○
佐
々
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

の
件

・
３
年
に
一
度
の
介
護
保
険
制
度
の
見
直

し
の
た
め
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８

年
度
ま
で
の
保
険
料
が
改
定
さ
れ
る
。
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８期計画期間（令和３年度～令和５年度）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階
（基準）

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

基準額×0.3

基準額×0.5

基準額×0.7

基準額×0.9

基準額

基準額×1.2

基準額×1.3

基準額×1.5

基準額×1.7

20,600円（1,718円）

34,300円（2,863円）

48,000円（4,008円）

61,800円（5,153円）

68,700円（5,726円）

82,400円（6,871円）

89,300円（7,444円）

103,000円（8,589円）

116,800円（9,734円）

年額（月額）基準額に
対する割合所得段階 対　象　者

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階
（基準）

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第 10 段階

第 11 段階

第 12 段階

第 13 段階

基準額×0.285

基準額×0.485

基準額×0.685

基準額×0.9

基準額

基準額×1.2

基準額×1.3

基準額×1.5

基準額×1.7

基準額×1.9

基準額×2.1

基準額×2.3

基準額×2.4

21,000円（1,754円）

35,700円（2,984円）

50,500円（4,215円）

66,400円（5,538円）

73,800円（6,153円）

88,500円（7,384円）

95,900円（7,999円）

110,700円（9,230円）

125,400円（10,460円）

140,200円（11,691円）

154,900円（12,921円）

169,700円（14,152円）

177,100円（14,767円）

年額（月額）基準額に
対する割合所得段階 対　象　者

第９期計画期間（令和６年度～令和８年度）

介護保険料額の改定について

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税の
方、または、住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額＋合計所
得金額が80万円以下の方

住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額＋合計所得金額が
80万円を超え120万円以下の方

住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額＋合計所得金額が
120万円を超える方

本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額＋合計所
得金額が80万円以下の方

本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額＋合計所
得金額が80万円を超える方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上210万円
未満の方

本人が住民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未
満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が320万円以上の方

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税
の方、または、住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額＋合
計所得金額が80万円以下の方

住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額＋合計所得金額
が80万円を超え120万円以下の方

住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額＋合計所得金額
が120万円を超える方

本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額＋合計
所得金額が80万円以下の方

本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額＋合計
所得金額が80万円を超える方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上210万
円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が210万円以上320万
円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が320万円以上420万
円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が420万円以上520万
円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が520万円以上620万
円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が620万円以上720万
円未満の方

本人が住民税課税でかつ合計所得金額が720万円以上の方
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○
佐
々
町
指
定
居
宅
介
護
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
の
件

○
佐
々
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
係
る
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

の
件

○
佐
々
町
指
定
介
護
予
防
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営

並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援

等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

係
る
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
の
件

○
佐
々
町
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
係
る
基
準
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
の
件

・
国
が
定
め
る
基
準
が
改
正
さ

れ
た
た
め
、
基
準
省
令
に
従

い
規
定
す
る
も
の
。

・
施
行
期
日　

令
和
６
年
４
月

１
日

○
佐
々
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
の
件

・
新
た
な
情
報
通
信
技
術
の
導
入

・
活
用
に
円
滑
に
対
応
で
き
る

よ
う
見
直
し
を
行
う
も
の
。

○
佐
々
町
水
道
事
業
及
び
下
水

道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
の
件

・
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
改
正
す
る
も
の
。

・
施
行
期
日　

令
和
６
年
４
月

１
日

○
佐
々
町
水
道
事
業
給
水
条
例

の
一
部
改
正
の
件

・
水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
所
管

省
庁
が
移
管
さ
れ
る
の
で
規

定
す
る
も
の
。

　

給
水
装
置
の
基
準
策
定
や
検

査
、
水
道
技
術
管
理
者
の
資

格
な
ど
厚
生
労
働
省
か
ら
国

土
交
通
省
に
移
管

　

水
質
基
準
の
策
定
等
は
、
厚
生

労
働
省
か
ら
環
境
省
に
移
管

・
施
行
期
日　

令
和
６
年
４
月

１
日

○契約議案
1.物品売買契約締結の件（令和5年度　新庁舎備品購入事業）

物品名 契約金額　円 契約の相手人

執務デスク、イス、カウンター　ほか

収納庫、会議テーブル　ほか   

会議イス、ロッカー、間仕切り、応接用家具　ほか

議場家具、待合ベンチ、キッズコーナー、
授乳室ソファー、おむつ交換台

㈱ビーテック 

㈱吉田真澄商店　佐々営業所 

㈱小柳 

Q-bic　ソリユーションズ㈱
佐世保支店

13,035,000

14,850,000

12,100,000

16,478,000

その 1

その2

その3

その4

新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

※

イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項

　
（
工
事
請
負
契
約
書
第
26
条

　

第
６
項
）

　
　

予
期
す
る
こ
と
の
で
き
な

　

い
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
工

　

期
内
に
日
本
国
内
に
お
い
て

　

急
激
な
イ
ン
フ
レ―

シ
ョ
ン

　

又
は
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
生

　

じ
、
請
負
代
金
額
が
著
し
く

　

不
適
当
と
な
っ
た
と
き
は
、

　

発
注
者
又
は
受
注
者
は
、
前

　

各
項
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、

　

請
負
代
金
額
の
変
更
を
請
求

　

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
月
26
日
（
月
）

１
．
新
庁
舎
建
設
に
関
す
る　

調
査
に
つ
い
て

①
現
在
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

２
月
末
外
部
足
場
組
立
て
、

３
月
上
旬
鉄
骨
工
事
の
終
了

予
定
。
４
月
に
屋
根
外
壁
工

事
に
入
っ
て
い
く
と
の
こ

と
。

②
備
品
整
備
に
つ
い
て

　

今
回
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て

お
り
、
デ
ー
タ
で
電
算
シ
ス

テ
ム
の
中
で
管
理
し
て
い
く

と
の
こ
と
。

③
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い

て

　

令
和
６
年
１
月
30
日
に
請
負

者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
、
執
行
に
て
イ
ン

フ
レ
算
定
の
採
用
基
準
等
を

判
断
し
、
該
当
す
る
と
の
こ

と
。

　

予
算
の
対
応
は
現
在
の
継
続

費
の
中
で
対
応
を
考
え
て
い

る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

④
今
後
の
事
業
計
画
に
つ
い
て

　

今
後
の
工
事
の
単
価
更
正
を

し
、
再
計
算
し
た
と
こ
ろ
、

資
材
単
価
等
を
含
め
、
現
計

予
算
で
は
、
難
し
い
状
況
に

な
っ
て
お
り
、
今
後
キ
ャ
ノ

ピ
ー
等
の
規
模
の
見
直
し
を

検
討
し
て
い
き
た
い
と
の
説

明
を
受
け
た
。

　

委
員
会
と
し
て
は
、
新
庁

舎
完
成
ま
で
の
調
査
案
件

と
し
た
。

委

員

会

報

告



佐々町議会だより　第150号（令和６年５月１日） ８

総
務
厚
生
委
員
会

委

員

会

報

告

２
月
９
日
（
金
）

所
管
事
務
調
査

１
．
佐
々
町
消
防
団
条
例

の
一
部
改
正
の
件

・
特
定
の
任
務
に
従
事
す

る
「
補
助
団
員
」
の
定

義
を
明
確
に
し
た
。 

・
入
団
後
転
出
し
た
団
員

に
つ
い
て
、
引
き
続
き

基
本
団
員
と
し
て
従
事

す
る
意
思
が
あ
り
、
か

つ
、
消
防
団
に
お
い
て

活
動
が
可
能
と
認
め
る

者
は
、
降
任
や
免
職
の

分
限
処
分
は
除
く
。

・
一
時
的
な
転
出
団
員
に

係
る
休
団
の
期
間
は
、

３
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
と
す
る
。 

・
災
害
、
警
戒
及
び
訓
練
の

場
合
、
出
動
報
酬
と
し
て

３
時
間
以
内
３
千
円
の
支

給
を
追
加
す
る
。

２
．
議
会
の
議
員
の
議
員

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
の
件

・
町
長
が
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
（
８
名
で
構

成
）
に
諮
問
し
、
３
回

の
審
議
を
経
て
令
和
６

年
１
月
９
日
に
答
申
を

得
た
。

①
内
容
は
、
引
き
上
げ
に

つ
い
て
以
下
の
答
申
額

を
上
限
と
し
て
見
直
し

を
す
る
こ
と
が
妥
当
と

判
断
し
た
。

②
改
定
時
期　

令
和
６
年

４
月
１
日
か
ら 

③
付
記
事
項
と
し
て

・
若
い
世
代
が
議
会
議
員

に
挑
戦
し
て
み
た
い
と

思
え
る
よ
う
報
酬
見
直

し
を
行
い
、
期
待
す
る

意
見
が
あ
っ
た
。

・
議
会
や
議
員
が
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
て
い
る

か
分
か
り
に
く
い
と
い

う
意
見
が
あ
っ
た
。

・
報
酬
を
見
直
し
た
後
の

活
動
の
検
証
を
し
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
意
見

が
あ
っ
た
。

・
情
報
発
信
や
懇
談
会
の

実
施
な
ど
更
な
る
情
報

発
信
や
情
報
収
集
に
取

り
組
ん
で
頂
き
た
い
。

３
．
第
９
期
介
護
保
険
事

業
計
画
に
係
る
給
付
の

推
計
と
保
険
料
試
算
に

つ
い
て

・
介
護
保
険
事
業
計
画
期

間
は
、
令
和
６
年
度
か

ら
令
和
８
年
度
ま
で
が

計
画
期
間
で
あ
る
。

・
介
護
保
険
料
の
所
得
段

階
別
保
険
料
が
、
９
段

階
か
ら
13
段
階
に
増
え

る
。
基
準
額
に
対
す
る

割
合
も
変
更
。
国
の
基

準
通
り
設
定
し
た
い
。

・
第
９
期
計
画
期
の
推
計
値

は
、
月
額
６
，
１
５
３
円

（
第
５
段
階
（
基
準
）
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

給
付
費
が
著
し
い
増
加

傾
向
。
施
設
の
サ
ー
ビ

ス
の
伸
び
は
停
滞
傾
向
。

・
国
の
見
え
る
化
シ
ス
テ

ム
の
第
１
号
被
保
険
者

の
１
人
あ
た
り
給
付
月

額
は
、
長
崎
県
下
で
５

番
目
で
あ
る
。

・
被
保
険
者
の
推
移
は
、

令
和
６
年
度
見
込
み
で

前
期
高
齢
者
が
１
８
７

３
人
、
後
期
高
齢
者
が

２
１
３
７
人
、
合
計
で

４
０
１
０
人
。 

 
令
和
７
年
度
見
込
み
で

前
期
高
齢
者
が
１
８
１

７
人
、
後
期
高
齢
者
が

２
２
２
０
人
、
合
計
で

４
０
３
７
人
。 

 

令
和
８
年
度
見
込
み
で

前
期
高
齢
者
が
１
７
６

４
人
、
後
期
高
齢
者
が

２
２
５
４
人
、
合
計
で

４
０
１
８
人
。

そ
の
他
報
告 

 
 

１
．
町
有
地
利
活
用
の
取

組
み
状
況
に
つ
い
て 

・
「
佐
々
町
町
有
地
利
活

用
基
本
方
針
」
に
よ
り
、

遊
休
町
有
地
の
貸
付
や

売
却
を
含
め
て
推
進
す

る
。  

２
．
夜
間
役
場
廃
止
ス
ケ

　

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て 

・
各
種
手
続
き
の
デ
ジ
タ

ル
化
が
進
み
、
住
民
票

な
ど
の
証
明
書
の
交
付

や
税
金
な
ど
の
支
払
い

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
９
月
30
日
で

廃
止
し
た
い
。

２
月
21
日
（
水
） 

 
 所

管
事
務
調
査 

 
 １

．
佐
々
町
介
護
保
険
条

例
の
一
部
改
正
の
件

○　

基
準
額
に
対
す
る
割

合
に
つ
い
て
、
町
独
自

で
設
定
で
き
る
か
を
確

認
し
た
。

●　

介
護
保
険
法
施
行
令

で
特
段
の
必
要
が
あ
る

場
合
は
、
割
合
を
設
定

で
き
る
。
令
和
６
年
１

月
19
日
付
け
で
国
の
通

知
が
出
て
お
り
、
所
得

段
階
を
13
段
階
の
多
段

階
す
る
こ
と
で
決
定
さ

れ
て
い
る
。
基
準
額
を

６
１
５
３
円
の
パ
タ
ー

ン
で
保
険
料
額
を
算
定

し
て
い
る
と
の
説
明
を

受
け
た
。

○　

試
算
に
つ
い
て
ど
う

い
う
検
討
を
さ
れ
た
の

か
確
認
し
た
。

区　分
議　長
副議長
委員長
議　員

改正額現行額
320,000円
272,000円
267,000円
259,000円

310,000円
249,000円
235,000円
226,000円



産
業
建
設
文
教
委
員
会

9

○　

基
準（
第
５
段
階
の

方
）
に
対
し
て
、
い
く
ら

上
が
る
の
か
を
確
認
し
た
。

●　

月
額
４
２
７
円
に
な
る

と
の
説
明
を
受
け
た
。  

そ
の
他
報
告

１
．
公
金
振
込
手
数
料
の
有

料
化
に
つ
い
て

・
令
和
６
年
10
月
１
日
か
ら

公
金
振
替
全
般
に
つ
い
て

手
数
料
の
有
料
化
と
の
銀

行
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
て

い
る
。

２
．
町
有
地
利
活
用
の
取
組

み
状
況
に
つ
い
て

・
利
活
用
検
討
委
員
会
で
協

議
し
た
33
か
所
の
土
地
に

つ
い
て
一
覧
表
に
よ
り
説

明
を
受
け
た
。

1
月
26
日
（
金
）

所
管
事
務
調
査

１
．
条
例
等
に
つ
い
て　
　

①
佐
々
町
水
道
事
業
及
び
下

水
道
事
業
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
に
よ
る
条
ず
れ

に
伴
う
改
正
と
の
説
明
を

受
け
た
。

②
佐
々
町
水
道
事
業
給
水
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
、
水
道
法
等
の
改
正
に

よ
り
、
権
限
が
厚
生
労
働

省
か
ら
、
国
土
交
通
省
及

び
環
境
省
に
移
管
す
る
こ

と
に
伴
う
改
正
と
の
説
明

を
受
け
た
。

　
２
．
佐
々
町
駅
舎
交
流
セ
ン

タ
ー
の
対
応
に
つ
い
て

　
　

駅
舎
交
流
セ
ン
タ
ー
の

設
置
条
例
を
廃
止
し
、
行

政
財
産
か
ら
普
通
財
産
の

駅
舎
に
戻
し
、
幅
広
く
募

集
が
行
え
る
よ
う
に
、
町

内
不
動
産
会
社
に
委
託
も

検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
観
光
協
会
が
現

在
行
っ
て
い
る
松
浦
鉄
道

と
西
肥
バ
ス
の
乗
車
券
販

売
に
つ
い
て
は
、
松
浦
鉄

道
に
お
願
い
す
る
こ
と
と

し
、
観
光
協
会
の
事
務
局

は
引
き
続
き
企
画
商
工
課

が
担
当
す
る
と
の
説
明
を

受
け
た
。

そ
の
他
報
告

①
浄
水
場
等
脱
炭
素
化
可
能

性
調
査
の
結
果
に
つ
い
て

　
　

町
内
の
水
道
施
設
を
対

象
に
太
陽
光
、
小
水
力
発

電
の
可
能
性
調
査
結
果
の

報
告
を
受
け
た
。

②
し
尿
等
前
処
理
施
設
建
設

工
事
の
進
捗
状
況
及
び
契

約
変
更
に
つ
い
て

　
　

進
捗
状
況
及
び
掘
削
作

業
中
の
産
業
廃
棄
物
の
発

生
に
伴
い
、
契
約
変
更
を

行
っ
た
こ
と
の
報
告
を
受

け
た
。

③
事
業
の
繰
越
に
つ
い
て

　
　

浄
化
管
理
セ
ン
タ
ー
の

耐
震
工
事
実
施
設
計
業
務

委
託
の
繰
越
の
報
告
を
受

け
た
。

④
事
業
の
繰
越
に
つ
い
て　

　

橋
梁
長
寿
命
化
対
策
事

業
及
び
交
通
安
全
通
学
路

緊
急
対
策
事
業
の
繰
越

と
、
緊
急
防
災
・
減
災
県

営
事
業
負
担
金
に
つ
い

て
、
県
工
事
の
繰
越
に
伴

い
町
予
算
の
繰
越
予
定
と

の
説
明
を
受
け
た
。

⑤
入
札
制
度
に
つ
い
て

　
　

最
低
制
限
価
格
の
引

き
上
げ
と
、
改
正
労
働

基
準
法
対
応
に
伴
う
週

休
２
日
工
事
発
注
の
段

階
的
実
施
に
つ
い
て
の

説
明
を
受
け
た
。

⑥
学
校
給
食
費
の
公
会
計
化

に
つ
い
て

　
　

令
和
７
年
４
月
１
日
の

学
校
給
食
費
公
会
計
化
ス

タ
ー
ト
へ
に
向
け
た
計
画

の
報
告
を
受
け
た
。

⑦
西
九
州
さ
せ
ぼ
広
域
都
市

圏
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

　
　

Ｉ
Ｒ
整
備
計
画
の
不
認

定
に
伴
う
第
２
期
計
画
へ

の
影
響
で
、
現
時
点
で
は

今
後
の
方
向
性
が
ま
だ
検

討
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

修
正
予
定
と
の
連
絡
を
受

け
て
い
る
と
の
説
明
を
受

け
た
。

⑧
皿
山
農
産
物
直
売
所
の
対

応
に
つ
い
て

　
　

令
和
５
年
12
月
の
役
員

会
で
運
営
の
継
続
を
断
念

す
る
こ
と
を
、
１
月
の
臨

時
総
会
で
組
合
員
に
説
明

し
決
定
し
た
が
、
そ
の
後

役
員
会
で
存
続
す
べ
き
と

の
意
見
も
あ
り
、
再
度
、

役
員
会
を
開
催
し
方
向
性

を
検
討
す
る
と
の
説
明
を

受
け
た
。　

⑨
農
業
体
験
施
設
の
利
活
用

に
つ
い
て

　
　

建
設
か
ら
37
年
を
経
過

し
施
設
の
老
朽
化
が
進
む

中
で
、
令
和
６
年
度
に
今

後
の
利
活
用
の
組
み
立
て

を
検
討
す
る
費
用
を
計
上

し
た
い
考
え
の
報
告
を
受

け
た
。

⑩
事
業
の
繰
越
に
つ
い
て

　
　

自
然
災
害
防
止
県
営
事

業
負
担
金
に
つ
い
て
、
県

発
注
予
定
の
工
事
の
繰
越

が
見
込
ま
れ
る
た
め
の
概

要
説
明
を
受
け
た
。

佐々町議会だより　第150号（令和６年５月１日）
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令和６年1月臨時会・３月定例会　賛 否 表
○ は賛成　× は反対　－ は退席（棄権）

号
番
案
議

議案件名
数
決
評 結

果

淡
田
邦
夫

須
藤
敏
規

橋
本
義
雄

永
安
文
男

阿
部
　
豊

長
谷
川
忠

永
田
勝
美

横
田
博
茂

川
副
　
剛

平
田
康
範

１号

２号

３号

４号
５号
６号
７号
８号
９号
１０号

１１号

１２号

１３号

１４号

１５号

１６号

１７号
１８号
１９号
２０号
２１号
２２号
２３号
２４号
２５号
２６号
２７号
２８号
２９号
３０号
３１号
３２号
３３号
３４号
３５号
３６号

請願
２号

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

×

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

×

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○

×

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×

９対０

９対０

９対０

９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０

９対０

7対2

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
９対０
７対２
７対２
９対０
９対０
９対０

１対８

承認

承認

承認

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

不採択

淡
田
議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

専決処分した事件の承認を求める件
（令和５年度 佐々町一般会計補正予算（第７号））
専決処分した事件の承認を求める件
（令和５年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第３号））
専決処分した事件の承認を求める件
（令和５年度 佐々町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号））
佐々町手数料条例の一部改正の件
令和５年度 佐々町一般会計補正予算（第８号）
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件
佐々町消防団条例の一部改正の件
佐々駅舎交流センターの設置に関する条例廃止の件
佐々町高額療養費及び高額介護サービス費資金貸付基金条例の一部改正の件
佐々町高額療養費及び高額介護サービス費資金貸付基金条例廃止の件
佐々町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部改正の件
佐々町介護保険条例の一部改正の件
佐々町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準を定める条例の一部改正の件
佐々町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
係る基準に関する条例の一部改正の件
佐々町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
係る基準に関する条例の一部改正の件
佐々町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部改正の件
佐々町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正の件
佐々町水道事業給水条例の一部改正の件
物品売買契約締結の件（令和５年度 新庁舎備品購入事業（その１））
物品売買契約締結の件（令和５年度 新庁舎備品購入事業（その２））
物品売買契約締結の件（令和５年度 新庁舎備品購入事業（その３））
物品売買契約締結の件（令和５年度 新庁舎備品購入事業（その４））
令和５年度 佐々町一般会計補正予算（第９号）
令和５年度 佐々町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
令和５年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第４号）
令和５年度 佐々町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）
令和５年度 佐々町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号）
令和５年度 佐々町水道事業会計補正予算（第３号）
令和５年度 佐々町公共下水道事業会計補正予算（第３号）
令和６年度 佐々町一般会計予算
令和６年度 佐々町国民健康保険特別会計予算
令和６年度 佐々町介護保険特別会計予算
令和６年度 佐々町後期高齢者医療特別会計予算
令和６年度 佐々町国民健康保険診療所特別会計予算
令和６年度 佐々町水道事業会計予算
令和６年度 佐々町公共下水道事業会計予算
健康保険証の廃止をしないよう求める意見書を政府に送付するこ
とを求める請願書
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町政の方針を問う町政の方針を問う5人が
登壇

永田勝美 議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

①子育て支援について
②防災・減災対策について
③くらし・福祉の充実に向けて

長谷川忠 議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

①自然災害による防災について
②本町の口石・佐々小学校ならびに
　中学校の教育について
③本町の「生きがいと創造の家」について

橋本義雄 議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

①文化財保存について
②通学路・道路の点検整備について
③農業施設について

川副　剛 議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

①業務効率化について
②「稼ぐ」自治体について
　（自主財源確保について）
③古庄町政４期目の残り１年について

永安文男 議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

◎一般質問の記事について

◎一　般　質　問　方　法
質問した議員が執筆したものです。

【一括質問一括答弁】　議員が質問項目すべてを一括して質問。その後町側がその質問

項目について一括して答弁を行います。

【一 問 一 答 方 式】　文字どおり一つの質問項目ごとに町側から答弁を行います。

東光寺裏　桜（４月２日）

①新年度予算編成方針について
②重要な政策課題の事業内容確認について
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■ 

質　

問

　

令
和
２
年
度
か
ら
取
り
上
げ
て

き
た
給
食
費
無
償
化
が
大
き
く
前

進
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
一

方
で
、
諸
物
価
高
騰
の
中
で
家
計

は
ひ
っ
迫
し
、
無
償
化
の
緊
急
性

は
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

■ 

町　

長

　

小
学
校
ま
で
の
無
償
化
を
行
う

に
は
さ
ら
に
、
３
４
０
０
万
円
が

不
足
し
、
追
加
財
源
が
必
要
と
試

算
し
て
い
ま
す
。
財
政
的
に
厳
し

い
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

　

市
長
会
な
ど
と
も
相
談
し
て
国

が
取
り
組
む
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

を
要
望
し
て
い
き
ま
す
。

■ 

質　

問

　

小
中
学
校
入
学
時
の
保
護
者
負

担
は
ど
の
程
度
か
。

■ 

教
育
長

　

小
学
校
入
学
時
は
６
万
円
か
ら

８
万
円
程
度
。
中
学
校
で
は
８
万

円
程
度
と
思
っ
て
い
ま
す
。
習
い

事
で
は
習
字
・
そ
ろ
ば
ん
が
４
千

円
、
ピ
ア
ノ
が
６
千
円
か
ら
８
千

円
、
塾
で
は
英
語
・
数
学
２
教
科

の
週
２
回
で
月
額
２
万
円
程
度
と

な
っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

就
学
援
助(

準
要
保
護)

の
利
用

状
況
は
。

■
教
育
長

　

令
和
元
年
13
・
99
％
、
２
年
度

13
・
20
％
、
３
年
度
14
・
17
％
、

４
年
度
14
・
６
％
、
５
年
度
は

15
・
54
％
と
、
全
体
と
し
て
増
え

て
き
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

就
学
援
助
の
対
象
は
世
帯
年
収

ベ
ー
ス
で
見
る
と
５
０
０
万
円
前

後
と
推
測
さ
れ
る
。
申
請
さ
れ
て

い
な
い
世
帯
が
多
い
の
で
は
な
い

か
。
積
極
的
な
利
用
を
促
進
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

■
教
育
長

　

定
例
教
育
委
員
会
に
も
諮
っ
て
、

さ
ら
な
る
改
善
の
余
地
が
な
い
か

知
恵
を
絞
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

学校給食・中学校で無償化スタートを歓迎
小学校でも実施を求める！
財政的にきびしい

永 田 勝 美

子
ど
も
達
へ
の
就
学
援
助

の
利
用
促
進
を
求
め
る

引
き
続
き
改
善
を
す
す
め
る

　　

小
中
学
校
入
学
な
ど
進
学
時

の
保
護
者
負
担
が
大
き
く
な
っ

て
い
ま
す
。
町
と
し
て
の
支
援

状
況
を
質
し
ま
し
た
。

※

就
学
援
助
と
は

　
小
中
学
生
が
お
金
の
心
配
な
く
学
校

に
通
え
る
よ
う
に
、
給
食
費
や
修
学
旅

行
費
、
学
用
品
代
な
ど
が
無
料
に
な
る

制
度
で
す
。
憲
法
第
26
条
の
「
教
育
を

受
け
る
権
利（
義
務
教
育
無
償
の
原
則
）

に
基
づ
き
ま
す
。
学
校
教
育
法
は
「
経

済
的
理
由
に
よ
っ
て
、
就
学
困
難
と
認

め
ら
れ
る
学
齢
児
童
ま
た
は
学
齢
生
徒

の
保
護
者
に
対
し
て
は
、
市
町
村
は
、

必
要
な
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
第
19
条
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
教
職
員
の
不
足
」
佐
々

町
の
現
状
と
対
策
は

保
育
所
副
食
費
の
無
償

化
に
つ
い
て

　２０２４年度予算で中学校の給食費無償化が本格的にスタートします。
県内では諫早市・雲仙市などにつづいての実施です。引き続き小学校でも
実施を求めました。

上
下
水
道
の
耐
震
化
に
つ
い
て

　

能
登
半
島
地
震
で
、
上
下
水

道
の
耐
震
化
の
遅
れ
が
深
刻
な

断
水
の
長
期
化
を
招
い
て
い
る

と
の
報
道
も
あ
り
、
佐
々
町
で

の
取
り
組
み
状
況
を
質
し
ま
し

た
。

町
内
循
環
バ
ス
な
ど
交
通

支
援
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　

特
に
最
近
町
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
て
い
る
「
買
い
物
支
援
」
の

拡
充
策
な
ど
に
つ
い
て
質
し
ま

し
た
。

き
こ
え
の
支
援
に
つ
い
て

　

保
護
者
か
ら
「
小
学
校
の
校

長
が
担
任
を
兼
務
し
て
い
る
」

「
ク
ラ
ス
の
荒
れ
が
生
じ
て
い

る
」
等
の
心
配
の
声
が
上
が
っ

て
い
ま
す
。
教
職
員
の
過
重
労

働
の
改
善
に
つ
い
て
質
し
ま
し

た
。

　

保
育
所
で
は
３
才
児
か
ら
副

食
費(

給
食
費)

と
し
て
月
額

４
，
５
０
０
円(

４
月
か
ら
４
，

８
０
０
円)

の
保
護
者
負
担
が

あ
り
ま
す
。
近
隣
市
町
で
は
無

償
化
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
、子
育
て
支
援
と
し
て「
副

食
費
無
償
化
」
が
出
来
な
い
の

か
質
し
ま
し
た
。

　

難
聴
に
よ
る
高
齢
者
の
様
々

な
フ
レ
イ
ル
や
認
知
症
発
症
と

の
関
係
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。
積
極
的
な「
き
こ
え
」

の
支
援
と
補
聴
器
購
入
支
援
な

ど
に
つ
い
て
質
し
ま
し
た
。
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佐々中学校新１年生制服

本町には　地震に対してのマニュアルは

地震が発生した場合の対応は、規定をしている

　災害時の避難所生活に必要となる備蓄品の確保について質問した

■ 

質　

問

　

本
町
も
平
成
31
年
３
月
と
、
令

和
４
年
７
月
に
洪
水
・
土
砂
災
害

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
地
域
の
違
い
は
。

■ 

建
設
課
長

　

令
和
４
年
７
月
に
作
成
し
た
土
砂

災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
千
年
に

１
回
の
確
率
の
最
大
規
模
降
雨
に
よ

っ
て
佐
々
川
が
氾
濫
し
た
場
合
で
、

併
せ
て
、
地
滑
り
災
害
危
険
区
域
を

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
追
加
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
平
成
31

年
3
月
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
水

害
が
50
年
に
１
回
の
確
率
の
計
画
規

模
降
雨
に
よ
っ
て
佐
々
川
が
氾
濫
し

た
場
合
を
想
定
し
て
お
り
、
千
年
確

率
と
50
年
確
率
と
い
う
の
が
大
き
い

違
い
で
す
。

■ 

質　

問

　

災
害
時
の
避
難
所
生
活
に
必
要

と
な
る
備
蓄
品
は
。

■ 

総
務
課
長

　

現
時
点
で
は
、
レ
ト
ル
ト
御
飯
約

３
８
０
０
食
、
非
常
用
菓
子
約
５
０

０
食
、
５
０
０
㎖
の
水
約
１
万
９
０

０
本
、
簡
易
ト
イ
レ
約
８
０
０
０
と

い
う
数
を
備
蓄
し
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

避
難
訓
練
な
ど
の
実
施
計
画
は
。

■ 

町　

長　

　

令
和
３
年
度
の
神
田
町
内
会
、
さ

ざ
ん
か
町
内
会
で
合
同
で
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
今
後
、
各
町
内
会
と
話
し

避
難
訓
練
と
い
う
の
は
大
変
重
要
で

す
の
で
、
実
施
す
る
よ
う
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

小
中
学
校
の
不
登
校
児
童
生
徒

の
増
減
は

■ 

教
育
長

　

中
学
校
が
令
和
４
年
で
30
人
ほ

ど
、
小
学
校
が
15
人
ほ
ど
の
人
数

と
な
っ
て
い
ま
す
。
何
と
か
不
登

校
の
問
題
を
解
消
し
た
い
願
い
も

あ
っ
て
、
「
あ
す
な
ろ
教
室
」
に

つ
い
て
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
レ
ス
に
対
応
し
た

中
学
校
男
女
の
新
制
服
の
保
護
者

負
担
は

■ 

教
育
長

　

新
制
服
は
、
男
女
と
も
冬
服
で

４
万
円
程
度
と
、
夏
服
が
１
万
５

千
円
程
度
で
、
就
学
援
助
費
の
中

か
ら
６
万
円
位
と
、
学
用
品
費
２

万
２
千
円
程
度
が
出
ま
す
の
で
、

お
困
り
の
御
家
庭
に
は
就
学
援
助

を
勧
め
て
行
き
ま
す
。

　
■ 

質　

問

　

文
部
科
学
省
は
、
対
応
型
人
工

知
能
（
Ａ
Ｉ
）
と
い
っ
た
生
成
Ａ

Ｉ
の
小
中
学
校
向
け
指
針
を
全
国

の
教
育
委
員
会
へ
通
知
。
本
町
の

教
育
現
場
で
の
取
り
組
み
は
。

■ 

教
育
長

　

本
町
独
自
で
は
、
生
成
Ａ
Ｉ
は
活

用
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
全

国
的
な
動
き
に
注
視
し
な
が
ら
、
懸

念
な
く
子
供
の
学
習
に
効
果
的
な
こ

と
に
つ
い
て
は
、
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自
然
災
害
に
よ
る
防
災

に
つ
い
て

あ
す
な
ろ
教
室
運
営(

学

校
適
応
指
導
教
室)

取
組

事
業
の
進
捗
状
況
は

予
算
が
確
定
後
来
年
度
か
ら

の
開
設
を
目
指
し
た
い
。

長谷川　忠

地域交流センター（防災備蓄倉庫）

「生きがいと創造の家」プレハブ施設

施
設
の
老
朽
化
や
、
運
営

方
法
な
ど
の
課
題
を
整
理

し
、
利
用
者
の
方
の
理
解

を
得
な
が
ら
、
今
後
、
施

設
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

「
生
き
が
い
と
創
造
の

家
」プ
レ
ハ
ブ
施
設
管
理

に
伴
う
、本
町
の
考
え
は
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■ 

質　

問

　

令
和
４
年
９
月
に
質
問
し
た
際

に
、
郷
土
資
料
館
の
建
設
は
行
わ

ず
、
旧
技
能
訓
練
校
跡
に
置
い
て

あ
っ
た
文
化
財
は
、
公
民
館
に
移

動
し
ま
す
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
後
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
。
少

な
く
と
も
佐
々
町
郷
土
史
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
ち
ゃ
ん
と

展
示
し
、
保
存
す
べ
き
だ
と
思
う

が
ど
う
で
す
か
。
佐
々
町
の
歴
史

が
分
か
る
わ
け
で
す
か
ら
、
住
民

に
も
展
示
し
て
見
せ
る
べ
き
だ
と

思
う
が
ど
う
で
す
か
。

■ 

教
育
長

　

収
納
保
存
と
デ
ー
タ
保
存
の
整

備
を
行
い
、
町
民
の
方
々
か
ら
収

蔵
品
閲
覧
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

■ 

意　

見

　

資
料
館
は
建
設
し
な
い
と
い
わ

れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
立
て
な
く
て

も
、
場
所
を
選
定
し
て
、
い
つ
で

も
見
ら
れ
る
よ
う
展
示
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

■ 

質　

問

　

庁
舎
建
設
が
な
さ
れ
、
10
月
に

は
完
成
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
昭

和
16
年
の
町
政
施
行
に
よ
り
初
代

町
長
に
久
家
六
蔵
氏
が
就
任
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
の
歴
史
的
な

も
の
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
新

庁
舎
に
設
け
る
考
え
は
な
い
か
、

伺
い
た
い
。

■ 

教
育
長

　

現
在
の
レ
イ
ア
ウ
ト
と
実
際
に

備
品
を
配
置
し
て
み
な
い
と
何
と

も
言
え
な
い
。

■ 

意　

見

　

ス
ペ
ー
ス
を
と
れ
る
よ
う
努
力

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

■ 

質　

問

　

実
行
計
画
の
成
果
指
標
で
、
令

和
元
年
の
数
値
と
し
て
道
路
ス
ト

ッ
ク
総
点
検
後
の
補
修
が
必
要
な

箇
所
数
が
22
箇
所
、
町
の
管
理
す

る
通
学
路
４
．
５
キ
ロ
の
う
ち
整

備
が
必
要
な
距
離
が
２
．
２
キ
ロ

と
あ
る
が
ど
の
よ
う
な
点
検
を
さ

れ
て
い
る
の
か
、
又
場
所
的
に
ど

こ
な
の
か
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
年
ま
で
に
ど
れ
だ
け
進
ん
だ
の

か
、
又
新
し
い
整
備
箇
所
が
出
て

き
た
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

■ 

教
育
長

　

道
路
に
つ
い
て
は
14
カ
所
が
完

了
し
て
い
ま
す
。
通
学
路
に
つ
い

て
は
１
．
４
キ
ロ
が
完
了
し
て
い

ま
す
。
残
り
の
箇
所
に
つ
き
ま
し

て
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
優
先

順
位
を
決
め
な
が
ら
対
応
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

意　

見

　

住
民
の
通
勤
・
通
学
、
買
い
物

と
、
身
近
な
生
活
に
関
連
す
る
生

活
道
路
は
、
必
ず
整
備
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
不
可

欠
な
業
務
で
す
。

■ 

質　

問

　

稲
作
農
家
の
現
状
で
あ
り
ま
す

が
、
肥
料
・
農
薬
燃
料
等
の
高
騰
、

米
価
格
の
下
落
も
あ
り
、
赤
字
経

営
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
い
く
と
や
る
気
を
な

く
し
、
兼
業
農
家
は
、
辞
め
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

い
ま
は
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
土

地
だ
か
ら
、
必
死
に
守
っ
て
い
る

状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
何
と
か
や

る
気
の
出
る
よ
う
な
施
策
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

■ 

町　

長

　

経
営
規
模
の
大
小
や
地
域
条
件

に
関
わ
ら
ず
、
今
ま
で
以
上
に
農

業
者
の
声
を
反
映
し
な
が
ら
持
続

可
能
な
力
強
い
農
業
に
取
り
組
み
、

安
定
し
た
農
業
構
造
と
い
う
の
を

実
現
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

り
我
々
と
し
ま
し
て
も
一
生
懸
命

支
援
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

文化財の適切な保存と展示を求める

橋 本 義 雄

　

通
学
路
・
道
路
の
点
検

整
備
に
つ
い
て

農
業
施
策
に
つ
い
て

収蔵品の一部町道神田線

神田田原
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ー
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グ
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て
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川 副 　 剛

業務効率化について (DXの推進及び進捗状況について )
事務の効率化を併せて、住民の利便性の向上に
取り組んで参ります
　職員が日々の業務に追われており、職員が効率よく業務がこなせないと
町民に質の高いサービスが提供できなくなるのではと考え、質問しました。

■ 

質　

問

　

Ｄ
Ｘ
の
進
捗
状
況
は
。

■ 

町　

長

　

Ｄ
Ｘ
推
進
会
議
を
設
置
し
て
推

進
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

各
事
業
、
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
し
な

が
ら
本
町
に
最
適
な
Ｄ
Ｘ
を
選
定

し
て
デ
ジ
タ
ル
の
田
園
都
市
構
想

の
交
付
金
の
申
請
を
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

■ 

意　

見

　

他
自
治
体
も
積
極
的
に
Ｄ
Ｘ
を

推
進
し
て
お
り
、
県
内
で
は
上
下

水
道
の
漏
水
調
査
を
行
っ
た
り
、

乗
合
タ
ク
シ
ー
で
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
、

交
通
弱
者
を
救
っ
て
い
る
と
い
う

実
例
も
あ
る
。
本
町
の
実
情
に
あ

っ
た
Ｄ
Ｘ
を
取
り
入
れ
て
頂
き
た

い
。

※

Ｄ
Ｘ
と
は

デ
ジ
タ
ル
変
革
の
こ
と
。
デ

ジ
タ
ル
技
術
を
社
会
に
浸
透

さ
せ
て
、
日
々
の
生
活
を
よ

り
よ
い
も
の
へ
と
変
革
す
る

こ
と
。
「
Ａ
Ｉ
・
Ｒ
Ｐ
Ａ
」

な
ど
含
ん
で
お
り
、
住
民
の

利
便
性
向
上
に
大
き
く
寄
与

し
て
い
る
。

■ 

質　

問

　

事
業
の
効
率
化
の
一
つ
と
し
て

自
治
体
内
弁
護
士
の
雇
用
は
。

■ 

教
育
長

　

多
様
化
、
複
雑
化
す
る
住
民
の

ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
幅
広
い
視
点
か

ら
法
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

職
員
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る

と
考
え
て
お
り
、
十
分
研
究
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

■ 

意　

見

　

地
方
分
権
に
よ
り
、
各
自
治
体

が
自
ら
決
定
・
自
己
責
任
を
必
要

と
さ
れ
る
中
、
よ
り
自
己
的
に
判

断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
社
会
情
勢
が
あ
る
。

ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
た
法
的
な
判

断
が
で
き
る
弁
護
士
と
連
携
し
て

頂
き
た
い
。

※

自
治
体
内
弁
護
士
と
は

庁
舎
内
に
常
勤
し
て
い
る
弁

護
士
で
行
政
、
内
部
情
報
に

通
じ
、
各
部
署
か
ら
の
多
種

多
様
な
案
件
に
迅
速
な
対
応

が
で
き
る
。

■ 

質　

問

　

導
入
は
検
討
さ
れ
な
い
か
。

■ 

町　

長

　

民
間
業
者
と
し
て
も
宣
伝
効
果

が
あ
り
、
施
設
側
も
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
の
で
導
入
に
む
け
て
協

議
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

■ 

意　

見

　

広
告
収
入
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ

ツ
収
入
と
し
て
は
少
額
だ
が
、
知

恵
を
出
し
て
一
円
で
も
稼
ぐ
と
い

う
姿
勢
が
大
事
で
あ
り
、
町
民
の

血
税
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
意
識

だ
け
は
、
常
に
持
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。

　

※

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
と
は

「
公
共
施
設
の
名
前
を
付
与

す
る
命
名
権
と
付
帯
す
る
諸

権
利
の
こ
と
」
ス
ポ
ー
ツ
施

設
・
歩
道
橋
、
公
園
等
、
名

前
に
企
業
名
や
社
名
ブ
ラ
ン

ド
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、

公
共
施
設
の
命
名
権
を
企
業
、

会
社
が
買
う
ビ
ジ
ネ
ス
。
企

業
側
と
し
て
は
宣
伝
効
果
が

あ
り
、
収
入
は
施
設
の
修
繕

や
、
管
理
運
営
に
充
て
ら
れ

る
。

■ 

質　

問

　

少
し
で
も
着
手
し
た
い
こ
と
は
。

や
り
残
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

■ 

町　

長

　

「
暮
ら
し
一
番
、
住
む
な
ら

佐
々
」
と
い
う
こ
と
で
、
子
育
て

支
援
、
地
域
福
祉
の
充
実
、
安
心

な
町
づ
く
り
を
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
参
り
ま
し
た
。
途
中
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
あ
り
、
で
き

な
か
っ
た
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

今
ま
で
以
上
に
残
り
一
年
で
は
あ

り
ま
す
が
、
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
。

自
治
体
内
弁
護
士
に

つ
い
て

古
庄
町
政
４
期
目

残
り
一
年
に
つ
い
て
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■ 

質　

問

　

町
長
の
施
策
と
し
て
の
予
算
編

成
は

■ 

町　

長

　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ョ
ン
や
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
、
安

心
し
て
子
育
て
が
出
来
る
環
境
づ

く
り
な
ど
を
進
め
、
「
暮
ら
し
い

ち
ば
ん
！
住
む
な
ら
さ
ざ
」
を
実

現
す
る
た
め
、
各
施
策
・
事
業
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

■ 

質　

問

　

新
年
度
予
算
規
模
の
見
通
し
は

■ 

町　

長

　

庁
舎
建
設
事
業
や
ご
み
処
理
施

設
改
修
事
業
な
ど
の
大
型
事
業
、

会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
件
費
増
、

庁
舎
移
転
費
用
等
の
物
件
費
増
、

さ
ら
に
社
会
保
障
関
係
の
扶
助
費

増
が
見
込
ま
れ
て
お
り
厳
し
い
予

算
編
成
に
な
り
ま
す
。

■ 

質　

問

　

財
源
の
確
保
と
各
施
策
・
事
業

の
取
り
組
み
は

■ 

町　

長

　

町
税
、
税
外
収
入
の
未
収
金
の

縮
減
、
町
有
未
利
用
地
の
貸
付
や

売
却
の
ほ
か
、
ふ
る
さ
と
納
税
な

ど
新
た
な
自
主
財
源
の
確
保
に
取

り
組
み
、
事
業
の
「
選
択
」
と

「
集
中
」
を
徹
底
し
、
よ
り
効
果

の
高
い
施
策
・
事
業
に
重
点
的
に

予
算
を
配
分
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

■ 

質　

問

　

佐
々
町
第
３
次
行
政
改
革
大
綱

で
民
営
化
推
進
が
あ
り
ま
す
が
、

新
年
度
予
算
で
は
ど
う
反
映
さ
れ

て
い
ま
す
か
。

■ 

町　

長

　

出
来
る
限
り
民
営
化
を
進
め
た

い
。
皿
山
直
売
所
の
問
題
、
給
食

セ
ン
タ
ー
、
保
育
所
の
民
営
化
も

あ
り
内
部
で
よ
く
協
議
し
な
が
ら

私
が
在
任
中
に
は
方
向
性
を
定
め

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

早
急
に
取
り
組
む
と
い
わ
れ
る

が
進
ま
な
い
。
何
が
問
題
な
の
か
。

■ 

教
育
長

　

大
き
な
課
題
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
場
所
の
絞
り
込
み
が
出
来
な

い
状
況
で
本
当
に
申
し
訳
な
く
思

っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

老
朽
化
問
題
や
食
物
ア
レ
ル
ギ

ー
対
策
が
課
題
と
い
う
の
に
な
ぜ

進
ま
な
い
の
か
。

　

サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
北
側
の
候
補
地

を
研
究
し
た
と
き
結
論
を
出
し
き

れ
な
い
理
由
は
何
が
あ
る
の
か
。

■ 

町　

長

　

い
ろ
ん
な
場
所
を
考
え
た
が
、

千
本
公
園
は
地
盤
の
関
係
、
サ
ン

ビ
レ
ッ
ジ
北
側
は
一
体
的
な
開
発

を
と
い
う
こ
と
で
厳
し
い
と
躊
躇

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
場
所
が
決
ま

れ
ば
、
す
ぐ
計
画
し
早
く
や
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

第
２
保
育
所
民
営
化
に
つ
い
て

「
子
ど
も
子
育
て
会
議
」
の
答
申

が
出
さ
れ
た
が
、
佐
々
町
の
子
育

て
保
育
が
ど
こ
へ
向
か
う
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
保
育
の
質
を
上
げ

る
た
め
に
は
専
門
部
署
が
一
緒
に

な
っ
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
う
が
。

■ 
町　

長

　

第
２
保
育
所
は
民
営
化
で
は
な

く
て
公
立
に
残
し
て
お
い
た
方
が

い
い
と
い
う
答
申
が
出
た
こ
と
で

大
変
戸
惑
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

昨
年
、
現
状
と
し
て
は
公
立
保
育

所
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
で
一
つ

の
方
策
と
答
弁
を
し
て
い
ま
す
。

少
子
化
が
進
み
、
新
た
な
課
題
も

出
て
き
ま
す
の
で
、
町
内
の
私
立

保
育
園
と
調
整
し
施
策
を
講
じ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
年
度
第
３
期
子
ど

も
子
育
て
支
援
計
画
を
策
定
し
ま

す
の
で
、
子
育
て
支
援
充
実
の
施

策
を
立
て
る
よ
う
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

空
き
家
対
策
は
高
齢
化
率
に
比

例
し
て
管
理
不
全
の
空
き
家
が
増

え
て
い
く
。
い
ま
す
ぐ
手
を
打
た

な
い
と
大
変
な
事
に
な
る
と
の
危

機
感
を
持
っ
た
対
策
が
必
要
で
は

な
い
か
。

■ 

町　

長

　

空
き
家
対
策
は
厳
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
す
ぐ
に
具
体
的
対
策

を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

改
正
の
空
き
家
法
が
６
月
に
施

行
さ
れ
る
が
、
専
門
的
な
官
民
連

携
の
事
務
処
理
対
応
の
考
え
は

■ 

町　

長

　

今
後
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
他

の
自
治
体
と
同
じ
よ
う
に
参
考
に

し
な
が
ら
研
究
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

新年度予算編成方針と財政見通しは

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
、

第
２
保
育
所
民
営
化
、

空
き
家
対
策
の
問
題
は

永 安 文 男

多様化するニーズの対策で厳しい財政運営が
続きます。
　最小の経費で最大の効果を原則とする財政運営予算が編成されているかを
質問した。

給
食
セ
ン
タ
ー
は
場
所
の
選

定
を
急
ぐ
、
保
育
所
民
営
化

は
将
来
的
方
向
性
を
相
談
、

空
き
家
対
策
は
今
後
の
方
策

を
研
究
し
ま
す
。
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３
月
定
例
会
で
議
員
報
酬
の
引
き

上
げ
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
報
酬
審

議
会
に
お
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら

慎
重
審
議
が
重
ね
ら
れ
、
客
観
性
を

も
っ
て
答
申
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
議
員
に
な
っ
て
佐
々
町
を
よ
く

し
よ
う
と
、
次
世
代
に
続
く
議
員
が

そ
の
職
務
に
夢
と
希
望
を
も
っ
て
、

目
指
せ
る
環
境
づ
く
り
が
な
さ
れ
た

と
判
断
い
た
し
ま
す
。

　

議
員
の
仕
事
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と

は
、
大
変
リ
ス
ク
も
伴
い
ま
す
。
20

年
ぶ
り
に
報
酬
改
定
の
答
申
が
出
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
若
い
世
代
が
議

員
と
い
う
仕
事
に
魅
力
を
感
じ
る
き

っ
か
け
に
な
り
、
若
手
議
員
の
な
り

手
不
足
解
決
の
一
つ
の
手
立
て
と
な

れ
ば
幸
い
で
す
。

　

町
民
の
様
々
な
評
価
は
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
が
、
町
会
議
員
１
期
目
、

３
人
の
子
を
持
つ
親
と
し
て
の
私
見

も
入
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ご
理
解
を

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
、
審
議
会
の
答
申
で
は
「
議

会
議
員
等
の
報
酬
を
見
直
す
に
あ
た

っ
て
は
、
住
民
の
方
の
理
解
が
得
ら

れ
ま
す
よ
う
に
、
よ
り
活
発
な
議
会

議
員
の
活
動
や
積
極
的
な
情
報
発
信
、

情
報
収
集
に
取
り
組
ん
で
頂
き
た

い
」
と
の
大
変
貴
重
な
ご
意
見
を
頂

き
ま
し
た
。

　

広
報
委
員
会
と
し
て
は
、
求
め
ら

れ
て
い
る
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
発
信
」

な
ど
は
、
個
人
差
が
あ
り
、
時
間
も

必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
町
民
の
皆
様

へ
の
身
近
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
の
議

会
だ
よ
り
の
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
、

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
、
議
会
議
員

活
動
を
周
知
す
る
こ
と
を
優
先
課
題

と
し
て
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

今
後
と
も
町
民
の
皆
様
の
期
待
に

添
え
る
よ
う
、
議
員
と
し
て
さ
ら
な

る
高
み
を
目
指
し
、
子
供
か
ら
高
齢

者
ま
で
す
べ
て
の
世
代
が
安
心
し
て
、

笑
顔
で
住
め
る
佐
々
町
を
つ
く
る
と

い
う
強
い
決
意
を
も
っ
て
、
議
会
議

員
活
動
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

議
会
広
報
委
員
長　
　

　
　

川
副　
　

剛

議
員
報
酬
改
定
に
あ
た
っ
て

　
　
　
広
報
委
員
会
の
対
処
に
つ
い
て

　

現
在
建
設
中
の
新
庁
舎
に
、

新
た
に
不
祥
事
が
発
覚
し
て

い
ま
す
。
新
聞
報
道
に
よ
る

と
、
執
行
部
の
一
方
的
な
設

計
変
更
等
に
よ
り
、
２
，
３

０
０
万
円
も
の
追
加
経
費
が

発
生
す
る
事
態
を
招
い
て
い

た
と
の
事
で
す
。
し
か
も
、

議
会
へ
の
報
告
は
、
こ
の
事

実
を
把
握
し
て
か
ら
、
約
一

年
後
の
事
だ
っ
た
と
の
由
。

こ
れ
は
明
ら
か
な
議
会
軽
視

で
あ
り
、
い
わ
ば
、
町
民
軽

視
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

他
方
、
後
期
高
齢
者
医
療

関
連
で
は
、
消
費
税
の
申
告

漏
れ
等
の
失
態
も
、
判
明
し

て
い
る
様
で
す
。

　

こ
の
様
な
度
重
な
る
不
手

際
の
背
景
に
は
、
極
め
て
ず

さ
ん
で
、
場
当
た
り
的
行
政

判
断
が
許
さ
れ
る
、
組
織
風

土
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
態
を
教
訓
に
、

今
こ
そ
抜
本
的
な
体
質
改
善
、

即
ち
、
組
織
の
長
を
は
じ
め

と
す
る
、
職
員
の
意
識
改
革

が
急
務
で
あ
り
、
不
可
欠
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
な

し
に
再
発
防
止
な
ど
、
あ
り

得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

町民の皆様からよせられた

※原文のママ掲載しています。
 「声」ご意見 !!

行
政
の
プ
ロ
と
し
て
の
、

　
　
　
　
　
誇
り
に
期
待
し
て

平
野
免
　
藤
永
　
　
諭
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■
派
遣
地　
　

　

松
浦
市
文
化
会
館　

ゆ
め
ホ
ー
ル

■
派
遣
期
間　

　

令
和
６
年
１
月
14
日（
日
）１
日
間

■
派
遣
議
員

　

８
名

■
内
容　

　
西
九
州
自
動
車
道
の
建
設
促
進

の
た
め
、関
係
団
体（
者
）等
が
一
堂

に
会
し
、
団
結
、
経
過
報
告
を
受
け
、

決
議
を
採
択

■
派
遣
地

　

川
棚
町
公
会
堂

■
派
遣
期
間

　

令
和
６
年
１
月
27
日
（
土
）
１
日

間■
派
遣
議
員　

　

10
名

■
内
容　
　
　

　
東
彼
杵
道
路
の
建
設
促
進
の
た

め
、関
係
団
体（
者
）等
が
一
堂
に
会

し
、団
結
、経
過
報
告
を
受
け
、決
議

を
採
択

18

誌
日
会
議

記
後
集
編

　
さ
わ
や
か
な
季
節
を
迎
え
ま
し

た
。
春
の
訪
れ
を
彩
り
、
新
緑
が

目
に
優
し
い
日
々
で
す
。

　
佐
々
町
で
は
役
場
庁
舎
の
建
設

が
10
月
の
完
成
に
向
け
て
進
ん
で

い
ま
す
。

　
一
方
で
、
き
び
し
さ
を
増
す
く

ら
し
や
、
農
業
基
本
法
が
大
き
く

改
定
さ
れ
る
な
ど
、
国
民
に
と
っ

て
重
大
な
う
ご
き
が
進
行
し
て
い

ま
す
。

　
い
ま
こ
そ
、
町
民
の
く
ら
し
と

平
和
を
ま
も
る
町
政
の
役
割
も
大

き
く
な
っ
て
お
り
、
み
な
さ
ん
か

ら
の
き
び
し
い
声
も
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
今
後
と
も
町
民
み
な
さ
ま
と
議

会
を
つ
な
ぐ
議
会
広
報
誌
と
し
て

充
実
を
は
か
っ
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
田
勝
美

【
１
月
】

9
日

　

議
会
広
報
委
員
会

12
日

　

議
会
運
営
委
員
会

15
日

　

総
務
厚
生
委
員
会

16
日

　

議
会
広
報
委
員
会

　

議
会
運
営
委
員
会

23
日

　

議
会
広
報
委
員
会

25
日

　

議
会
広
報
委
員
会

26
日

　

産
業
建
設
文
教
委
員
会

29
日

　

議
会
運
営
委
員
会

　

第
１
回
臨
時
会

【
2
月
】

9
日

　

総
務
厚
生
委
員
会

14
日

　

長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療

　

広
域
連
合
議
会　

定
例
会

　

長
崎
県
町
村
議
会
議
長
会

　

定
期
総
会

21
日

　

総
務
厚
生
委
員
会

22
日

　

全
員
協
議
会

26
日

　

新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調

　

査
特
別
委
員
会

27
日

　

議
会
運
営
委
員
会

　

議
会
広
報
委
員
会

【
3
月
】

5
日

　

３
月
定
例
会
（
１
日
目
）

6
日　

　

３
月
定
例
会
（
２
日
目
）

7
日

　

３
月
定
例
会
（
３
日
目
）

11
日

　

予
算
勉
強
会

12
日

　

予
算
勉
強
会

　

議
会
運
営
委
員
会

13
日

　

予
算
勉
強
会

　

全
員
協
議
会

15
日

　

３
月
定
例
会
（
４
日
目
）

西
九
州
自
動
車
道
建
設
促
進
大
会

東
彼
杵
道
路
建
設
促
進
大
会

次
回
定
例
会
の
傍
聴
ご
案
内

６
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。日
程
に
つ
い
て
は
、
広
報
無
線
、
佐
々
町

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

３
月
定
例
会
の
傍
聴
者
数
は
18
人
で
し
た
。


	表紙
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

